
 

 

 

平成３１年度 

社会福祉法人あだち福祉会 事業計画(総括) 

 
 

Ⅰ 基本方針 

【経営理念】   

    尊敬・信頼・実行を基本姿勢に、「地域社会の福祉サービスの発展向上と福祉

人材の育成」に努めます。 

 

【経営方針】 

１ 個人の尊厳に配慮し、社会規範を遵守した公正な経営に努め、サービスの向上

を図ります。 

２ 社会福祉施設の拠点として、地域・行政等との連携を図り、社会貢献事業の  

推進に努めます。 

３ 専門職であることを認識し、職員の能力開発と適正な人事管理に努め明るく 

協調性のある職場づくりを目指します。 

４ 効率的・効果的な経営と適切な財務管理を行い経営基盤の安定化を図ります。 

５ 組織体経営であることを認識し、職員個々が役割、権限、責任を自覚し、職務     

遂行にあたります。 

 

 

Ⅱ 人事理念 

【基本方針】 

１ 本法人の経営理念と福祉サービスの本質を理解している人材の育成。 

２ 自己成長意欲、目標達成意識を高め、生き生きとした施設をつくる。 

３ 能力と成果・意欲に基づく公正な評価と処遇の実現。 

 

【目標人材像】 

１ 明るくプラス志向の人材 

２ 自分の仕事を天職と思い、生き生きと仕事ができる人材 

３ 入所者・利用者を敬い、笑顔を創造することを重んじる人材 

４ 常に問題意識を持ち、創意工夫のできるプロの人材 

５ 法人の模範となる人材 

６ 協調性のある人材 

 

【人材ビジョン】 

「同じ志を持つ」・「気づく力、そして考える力」・「アイデアをかたちにする」・ 

「感激を楽しめる」人材を養成する。 

 

 



 

 

 

Ⅲ 実施事業 

 １ 介護老人福祉施設 

①  特別養護老人ホーム 羽山荘       入所定員 ８６名 

②  特別養護老人ホーム 安達ヶ原あだたら荘 入所定員 ８４名 

③  特別養護老人ホーム ぼたん荘      入所定員 ８５名 

 

 ２ 軽費老人ホーム 

①  ケアハウス 芳菊苑  入所定員 ３０名  

②  ケアハウス なごみ苑 入所定員 １９名 

 

 ３ 在宅福祉事業 

①  短期入所事業  

羽山荘       入所定員 １４名 

  安達ヶ原あだたら荘 入所定員 １６名 

  ぼたん荘      入所定員 １５名 

②  通所介護事業 

  羽山荘デイサービスセンター   地域密着型  利用定員 １８名 

  安達ヶ原あだたら荘デイサービスセンター 

                      地域密着型  利用定員 １５名 

                      認知症対応型 利用定員 １０名 

      ぼたん荘デイサービスセンター  地域密着型  利用定員 １５名 

                      認知症対応型 利用定員 １０名 

③  地域包括支援センター事業（二本松市より受託） 

  二本松市東和地域包括支援センター 

  二本松市第２地域包括支援センター 

④  居宅介護支援事業所 

  あだたら荘居宅介護支援事業所（安達管内全域） 

⑤  精神障害者授産事業 

      にこにこふれあいセンター 利用定員 １５名 

  相談支援事業所 にこにこふれあいセンター 

⑥  介護福祉士養成事業 

  福島介護福祉専門学校（２年制） １学年定員 ４０名  

 

 

Ⅳ 評議員・役員・職員数 

１ 評議員   ９名 

２ 理 事   ８名 

３ 監 事   ２名 

４ 職 員 ２００名（正職員 １５２名・準職員 ４８名うち再雇用１１名） 



 

 

 

Ⅴ 運営方針 

 

  本会の平成３１年度事業運営にあたっては、施設利用者に喜ばれ、活気あふれ

る施設経営を目指し、職員一人ひとりの意識改革とチーム介護を念頭に、新しい

発想や手法を取り入れ、経営理念の更なる推進のため、安定経営の基礎となる人

材の育成及び確保に努めるとともに、財政基盤の確立を図っていくことを基本に

関係市村と連携を強化し、地域住民の負託に応えられる持続的かつ安定的に地域

福祉サービスの向上に寄与できる経営を目指します。 

  また、平成３０年度より居宅介護支援事業所は法人１事業として、管内全域を

対象とした介護サービス計画の作成充実を図り、地域住民の心身の健康の保持及

び生活の安定のために必要な援助を行い、介護支援事業等を地域において一体的

に実施して、各地域包括支援センターと連携を図り更なるサービス向上に努めま

す。 

  人材確保対策では、国の働き方改革を実行するための施策や２０２５年の介護

職員人材不足問題に対応するため、年代を越えた人材確保を行い施設利用者等へ

の喜びある生活支援への実現に努めます。 

精神障がい者通所授産施設にこにこふれあいセンターの運営にあたっては、管

内市村の担当課や関係機関団体と連携を密にし、センター利用登録者の確保に努

めるとともに利用者が自立した生活または社会生活を営むことができるよう利用

者に対して就労の機会を提供し、生産活動その他活動の機会を通じて、知識及び

能力の向上のために必要な支援を適切かつ効率的に行います。 

  さらに、福島介護福祉専門学校の経営にあっては、少子化や介護福祉士資格取

得制度の改正により、入学生の減少に歯止めがかからない状況にあるため、平成

３１年度入学正の定員を４０名に変更するとともに、学校経営のあり方について、

関係機関等との協議を行い対策を講じて参ります。 

 

 

Ⅵ 事業計画  

 

  １ 法人本部 事業計画  

 

（１）事業方針 

    法人本部と各施設及び施設間の連絡調整と連携並びに管内市村との連携を図

り、法人の円滑な事業展開に努めます。 

また、安定経営の基盤を確立するために、中長期事業財政計画の進行管理に基

づく適切な財政管理を行います。 

更に、人材の育成と確保を重点課題として、法人運営を支える人的基盤の強化

に努めます。 

 



 

 

 

（２）重点事項 

１ 社会福祉法人制度に準拠した法人経営の実践 

２ 地域における公益的な取組・社会貢献事業の実施 

３ 施設・事業所の適正な人材配置 

４ 法人職員としての自覚と責任ある行動の徹底 

５ 施設間・部署間等との連携した施設運営と情報の共有化 

６ 専門職確保と資格取得支援 

     （職員研修・正職員登用制度及び職員採用の取り組みなど） 

７ キャリアパス制度を活用した人材育成 

   ８ 施設修繕や改修計画策定と財源確保 

９ 施設利用者の安全を優先する各種対策の強化 

１０ ホームページを活用した広報活動の充実 

   

 

 ２ 特別養護老人ホーム 事業計画  

 

（１）事業方針 

    超高齢化が進む当地域において介護福祉施設へのニーズと果たす役割は大き

くなっている一方、施設運営面では人材の確保などにおいて厳しい現状にある

が、利用者が安全で安心して利用できる質の高いサービスの提供と明るい職場

づくりに努め、地域福祉の向上に寄与する運営を目標とします。 

 また、平成３０年度には、短期入所事業の利用実績に基づき、羽山荘及び安

達ヶ原あだたら荘の入所申込者の解消と施設利用率の向上を図るため、特別養

護老人ホーム事業と短期入所事業の定員変更を行いました。 

平成３１年度は、法人運営の根幹であります特別養護老人ホームの施設稼働

率向上と地域福祉サービスの充実強化に努めます。 また、適正な施設の維持修

繕は、施設寿命と利便性の向上には欠かすことができないことから中長期財政

計画に基づく適切な管理に努めます。 

 

（２）重点事項（特養関連事業共通） 

 １ 適正な介護サービス計画の作成と質の高いサービスの提供 

（口腔ケア、入浴ケア、排泄ケア等含む） 

  ２  モニタリング（観察・把握）の活用によるサービスの向上 

   ３  看取り介護の実施 

   ４  自立支援のための個別機能訓練の実施 

   ５  利用者の状態に合わせた介護サービス計画に基づく食事の提供 

   ６  利用者のサービス向上を図るため関係機関との連携強化 

   ７  利用者・家族に対する相談機能の充実 

 



 

 

 

   ８  施設サービス自己評価の実施 

   ９  短期入所生活介護の利用の促進 

  １０  短期入所生活介護の緊急入所者に対する迅速な対応 

  １１ 介護保険制度改正情報の収集と適切な対応 

１２ 職員の資質及び専門性の向上と職員間の連携強化 

１３ 介護職員によるたんの吸引等に必要な技術の教育・研修の実施 

１４ 衛生管理の徹底による感染症等の予防 

１５ 苦情解決のための迅速かつ適切な対応 

１６ 効率的な業務執行 

１７ 利用者の生活を重視した日課の対応 

    １８ 福祉サービス第三者評価事業の受審 

   １９  介護日課の見直しと利用者とのかかわり充実 

 

 

 ３ デイサービスセンター 事業計画  

 

（１）事業方針 

介護を必要とする在宅の高齢者が、長年住み慣れた家庭や地域において「安

心・喜び・生きがい」をもって生活できるよう支援するため、利用者のニー

ズに沿ったサービスの提供に努めます。 

 

（２）重点事項 

１  利用者のニーズや状態に応じた質の高いサービスの提供 

２  利用者及び家族の要望の的確な把握と適切な相談援助 

３  介護予防者に対する自立生活の支援 

４  職員の資質及び専門性の向上と職員間の連携強化 

５  通所介護サービス自己評価の実施 

６  衛生管理の徹底による感染症等の予防 

７  苦情解決のための迅速かつ適切な対応 

 

 

 ４ ケアハウス 事業計画  

 

（１）事業方針 

入居者一人ひとりの「人としての尊厳の配慮」と「安全・安心の確保」を

基本に、充実した毎日を送れるよう自立生活を支援します。 

また、入居者の相談等には迅速に対応し、家族等や関係機関と密接な連携

を図り適切な助言を行なうとともに、プライバシーを尊重した入居者間のよ 

 



 

 

 

り良い関係づくりに努めます。 

 

（２）重点事項 

１  定期的な健康チェックの実施と医療機関との連携強化 

２  入居者や家族等からの相談及び要望への対応 

３  必要に応じた介護保険制度による在宅サービスの利用の援助 

４  季節感のある歳時記等を取り入れた行事の実施と食事の提供 

５  心身の機能低下の予防と生きがいのある生活を確保するため地域行事等 

への参加奨励 

６  入居者のニーズに沿った行事等の実施 

７  職員の資質及び専門性の向上と職員間の連携強化 

８  衛生管理の徹底による感染症等の予防 

９  苦情解決のための迅速かつ適切な対応 

 

 

 ５ 地域包括支援センター 事業計画  

 

（１）事業方針 

   二本松市からの委託受けて、羽山荘及び安達ヶ原あだたら荘に設置した地域

包括支援センターの機能と役割を念頭に、地域住民の心身の健康の保持及び生

活の安定のために必要な援助を行い、包括的支援事業等を地域において一体的

に実施します。 

 

（２）重点事項 

    １ 包括的支援業務 

①  介護予防ケアマネジメント 

②  総合相談支援 

③  権利擁護 

④  包括的・継続的ケアマネジメント 

    ２  介護予防、日常生活支援総合事業 

   ３ 指定介護予防支援 

    ４  家族介護支援 

 

 

 ６ 居宅介護支援事業所 事業計画  

 

（１）事業方針 

地域における要介護高齢者が個人として尊重され、可能な限り在宅におい  

 



 

 

 

てその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう高齢者

とその家族の相談に応じ、地域包括支援センターや関係機関とのネットワー 

クを活用して、各種サービスが総合的に受けられるよう支援するとともに、

専門機関として地域利用者のニーズに的確に対応する運営を確立します。 

 

（２）重点事項 

  １ 一体的に管理・運営することにより、安達地方全地域の高齢者福祉サービ

スの向上 

   ２  居宅サービス計画(ケアプラン)の作成と要支援または要介護高齢者に対す 

る総合的な支援の実施 

３  保健・医療・福祉の関係機関と連携による在宅サービス提供の支援 

４  職員の資質及び専門性の向上と職員間の連携強化 

５ 他法人と連携した共同の事例検討会や研修会の実施 

６  緊急通報装置設置者に対する安否の確認（安達ヶ原あだたら荘に設置） 

 

 

 ７ にこにこふれあいセンター 事業計画  

 

（１）事業方針 

利用者が自立した生活と社会生活を営むことができるよう就労の機会を提供

するとともに、必要な支援を適切かつ効率的に行います。 

障害者総合支援法に基づく就労継続支援Ｂ型事業の適正な運営管理と、経営 

の安定化を図ります。 

また、相談支援事業所として、障がい者やその家族及び関係機関等からの相  

談を受け、情報提供や助言、管内市村及び障害福祉サービス事業者等との連絡調

整などについて総合的に行います。 

 

（２）重点事項 

    ○ 就労継続支援Ｂ型事業 

    １ 運営の安定化を図るため、施設利用者の確保 

    ２ 相談援助の充実 

    ３ 就労支援機能の強化 

    ４ 作業部門の充実（自主製品の製造販売、受託作業） 

    ５ 地域社会との交流 

  

○ 一般相談支援事業 

    １  相談体制の充実 

    ２  関係機関との連携強化 

 



 

 

 

    ３  職員の資質及び専門性の向上 

  

○ 特定相談支援事業 

     １ サービス等利用計画の作成 

    ２ 関係機関との情報の共有化 

    ３ 職員の資質及び専門性の向上 

 

 

 ８ 福島介護福祉専門学校 事業計画  

  

（１）事業方針 

介護福祉士が行う業務の多種・多様化と高度化するニーズに対応し、幅広く活

躍できる人材を育成する学校運営に努めます。 

また、介護福祉施設では人材の確保が困難になっている一方、少子化や介護福

祉士国家試験導入等の影響により、本校を含む養成校においては入学生の減少が

著しく、本校でも経営面だけでなく社会に貢献できる福祉人材の育成という面で

も厳しい状況に直面していることから、今後の情勢の推移を注視し対応策を検討

して参ります。 

 

（２）重点事項 

１ 学校運営の見直しと今後の運営方針の確立 

⑤  学校評価制度導入による客観的評価 

⑥  学生生確保対策 

⑦  中期財政計画の立案 

  

  ２ 学校施設設備の管理と環境の整備 

      ① 固定資産等物品の確認と整理 

      ②  設備の修繕箇所等の確認と改善 

      ③  学校外周の定期的な整備 

      ④  魅力ある学校づくりの企画立案 

  

   ３ 実務者研修スクーリング業務の実施 

 


